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議会事務局長 中 澤 一 昭 書 記 小 林 久 美 

書 記 深 澤 隼 人   

 

内容 

１ 第５次甲斐ヒューマンプラン（案）及びパブリックコメントの実施について（市民 

  協働推進課） 

２ 甲斐市地域クラブ活動について（生涯学習文化課・スポーツ振興課） 

３ 令和７年度教育委員会の自己点検・評価報告書について（教育部） 

４ 公立保育園の主食提供について（子育て支援課） 

５ 乳幼児通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について（子育て支援課） 

６ 甲斐市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）及びパブリックコメントの実施に 

  ついて（健康増進課） 

７ その他 
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開会 午前 ９時２８分 

 

○書記（深澤隼人君） ご参集、大変お疲れさまです。 

  ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたします。 

  本日の委員会は、初めに委員長より挨拶をいただきまして、委員長の進行により進めてま

いります。 

  それでは、次第２、委員長挨拶、清水委員長、よろしくお願いいたします。 

○委員長（清水和弘君） 改めて、皆さん、おはようございます。 

  早朝より参集、ご苦労さまでございます。 

  こうやって見ますと、マスク姿が大分目立ってきました。町なかでいっても当然そうです

ね。インフルエンザが大変はやっているということで、定例会に向けてぜひ健康には気をつ

けていただきたいと思います。 

  それでは、慎重審査をいただきますようにお願い申し上げて、挨拶といたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

○委員長（清水和弘君） ただいまの出席委員は７名です。定足数に達しておりますので、こ

れより厚生文教常任委員会を開会します。 

  また、保坂副委員長は遅刻の連絡がありましたので、報告いたします。 

  本日、傍聴がおいでになるようですから、傍聴を許可いたします。 

  それでは、次第３、内容に入ります。 

  初めに、第５次甲斐ヒューマンプラン（案）及びパブリックコメントの実施について、担

当より説明をお願いいたします。 

  久保田市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） お疲れさまです。 

  市民協働推進課から第５次甲斐ヒューマンプラン（案）及びパブリックコメントの実施に

ついて説明させていただきます。 

  ＳｉｄｅＢｏｏｋｓに掲載されております別冊資料、第５次甲斐ヒューマンプラン（案）

の１枚目をお願いいたします。 

  １、背景になりますが、１つ目として、男女共同参画社会基本法では、「市町村における
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関連施策についての基本的な計画を定めるよう努めなければならない」と定められているこ

と。２つ目に、甲斐市男女共同参画推進条例により、市長は、この施策を計画的に推進する

ため、基本計画を策定することを定めております。 

  これらの法令に基づき策定した計画が甲斐ヒューマンプランであり、現行の第４次プラン

の計画期間が本年度終了するため、令和８年度から12年度までの５年間を計画期間とした

第５次プランを策定するものであります。 

  次に、２、策定経過でありますが、昨年度の終わりから準備を進めてまいりました。まず、

今年３月に県立大学名誉教授の池田氏を講師に招き、職員及び男女共同参画推進委員向けの

講演会を実施しました。今年度に入り、５月に本計画策定業務の委託計画を締結し、８月か

ら９月にかけては、アンケート調査や市民ワークショップを行い、市民からの意見をいただ

くとともに、７月と９月の２回、男女共同参画推進委員会において検討会を実施し、山梨大

学の秋山教授にアドバイスをいただきながら策定を進めてまいりました。 

  今月初めに、市長を本部長とする本部会議において書面ではありますが、プラン案の検討

を行い、本日この委員会に案をお示ししたところでございます。 

  ３、第５次甲斐ヒューマンプラン（案）の概要であります。 

  総合目標としましては、「みんなでつくる だれもが自分らしく 快適に生活できる都市」

を掲げました。 

  基本目標については、Ⅰ、人権尊重とジェンダー平等社会に向けた意識づくりから、Ⅴ、

多様な人材の参画による地域社会づくりまでの５つを基本目標に掲げ、その重点、目標の中

に12の重点目標と26の施策を掲げております。 

  それでは、内容の説明をさせていただきます。 

  資料につきましては、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓの別冊資料の２枚目のプランからの変更点（案）

と３枚目以降の第５次甲斐ヒューマンプラン（案）を掲載させていただいておりますが、本

日はお手元にお配りしました２枚のＡ３資料、右上に別紙１、別紙２と記載されました資料

によりご説明をさせていただきます。 

  まず、別紙１と記載のある第５次甲斐ヒューマンプランの概要をご覧ください。 

  概要の１ページ目、策定の趣旨については、先ほど背景の中でご説明させていただきまし

たので、省略させていただきます。 

  次に、２、現状の把握についてご説明させていただきます。 

  市民アンケートやワークショップを８月から９月に実施し、市民の意識や社会状況の変化
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など、現状把握を行いました。市民アンケートは2,000人を対象に行い、回答率は37.3％と

なっております。アンケート等から把握した市の現状については、案の第２章に統計データ

及び分析を記載しております。後ほどご覧ください。 

  こちらには市民アンケートの一部抜粋した内容を掲載しております。（１）、（２）につ

いては、ジェンダー平等に関する認知の高まりと意識の改革についてのアンケートをまとめ

たものとなっております。アンケート結果からジェンダー平等という用語の認知度や男性の

育児、介護取得を賛成する意識が高まっているものの、社会全体では、男性のほうが有利・

優遇されていると感じる人が多く、家庭内では男性が稼ぎ、女性が家事・育児等を担うとい

う性別による固定的役割分担の傾向がまだまだ見られ、共働き世帯が増える中でも、家事や

育児の分担には差があることが分かります。 

  （３）その他に記載されておりますが、今回のアンケートでは、自分の性を出生時の性別

と同じとは捉えていない人が0.9％いること。また、ＤＶを受けた経験のある人のうち誰に

も相談しなかった人が半数を超えるという結果もありました。こうした状況から、性の多様

性への理解促進や誰もが安心して相談・支援を受けられる環境づくりが引き続き重要な課題

となっております。 

  次に、お手元の別紙２をご覧ください。 

  こちらは現行の第４次プランと第５次プラン（案）の主な変更点についてご説明をいたし

ます。 

  こちら、表の見方になりますが、左側が第４次プラン、右側が第５次プラン（案）となり

ます。中央にあります矢印については、基本目標のつながりや変更点を示しております。 

  最後の表の基本目標を見ていただきますと、色ごとに基本目標のⅠからⅤを表し、青色の

基本目標Ⅰが人権尊重、緑色の基本目標Ⅱが地域といったように基本目標ごとに色分けしな

がら分野を分けております。 

  変更の方向性として、左側の第４次プランを第５次プランでも踏襲しながら進めるほか、

左側の基本目標Ⅴについては、施策ではなく、プランの進め方に関する内容であるため、右

側の第５次プランからは除外し、推進体制として新たにページを再編成いたしました。 

  右側の基本目標Ⅲについては、学校現場でのジェンダー平等意識を育む環境をつくること

が必要であると考え、第５次プランで新たに基本目標に追加しております。 

  次に、変更点について説明させていただきます。 

  １点目としまして、総合目標についてですが、左側の第４次プランでは、上から２行目に
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あるとおり、「男女が共に支えあう 生活快適都市をめざして」となっておりますが、右側

の第５次新プランでは、「みんなでつくる だれもが自分らしく快適に生活できる都市」へ

と変更いたしました。これは近年、性の多様性の考え方が浸透しつつある中で、人の性は男

性か女性かの二者択一ではなく、様々な形があるという考え方からとなっております。 

  また、甲斐市に暮らす外国人の数も年々増加するなど、地域を構成する人々の背景や価値

観がますます多様化しております。こうした変化に加え、高齢者や障がいのある方、生活に

困難を抱える方など、支援を必要とする人々が地域の中に存在しているため、誰一人取り残

さないという考え方の下、全ての人が互いに認め合い、安心して暮らせる共生社会の実現を

目指していきます。 

  ２点目としまして、先ほどの総合目標の変更に伴い、第５次プランでは、計画全体で男女

共同参画という表見をジェンダー平等へと見直しました。多様な性の理解進展やＳＤＧｓの

認知度の向上に伴い、県の計画の方向性とも合致するものであり、より広い意味での平等を

目指す姿勢を示しております。 

  ３点目としまして、右側の第５次プランでは、人権の尊重とジェンダー平等を実現するた

め、具体的な行動につなげやすいように配慮し、基本目標ⅠからⅤの順に意識づくり、生

活・家庭、学校、仕事、地域と一人一人の意識づくりから最後に地域へと広がっていくと考

え、基本目標の順番を再構成いたしました。 

  また、左側の第４次プランでは、基本目標ごとの具体的な目標値は設定されておりません

でしたが、右側の第５次プランでは、基本目標Ⅰ、白い四角をご覧いただきますと、指標は

ジェンダー平等の理解度とし、基本目標Ⅱは、基本目標の指標は、家庭で男女平等だと感じ

でいる人の割合といったように、数値目標を設けることで計画の進捗をより明確に評価しま

す。 

  伴いまして、第５次プランでは、各課から事業の計画、進捗状況、各種目標の達成状況を

報告していただくことで、計画全体の成果について毎年点検・評価を実施し、進捗管理をし

てまいります。 

  ４点目として、第５次プランの基本目標Ⅳの２にある企業等への働きかけが重要であると

考え、山梨県が設けた女性活躍や男性の育児参画を推進する認知制度の事業者数の増加を目

指し、柔軟な働き方を実施するための社内制度や職場環境の制度の支援を明記しました。 

  以上が現行の第４次プランから第５次プランへの変更点となります。 

  それでは、再度お手元の資料の別紙１の概要に沿ってご説明させていただきます。 
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  １ページをめくっていただき、概要の２ページをご覧ください。 

  ３、目指したい将来像についてご説明させていただきます。 

  第５次プランで進めるジェンダー平等社会が実現すると、私たちの暮らしはどのように変

わるのかを第５次プランの基本目標ⅡからⅤの各分野の目指したい将来像として載せており

ます。結果として、いつまでも甲斐市に住み続けたいと思う人が増え、それぞれの地域社会

が機能を発揮し、市全体の活力が維持できるようになる。これが第５次プランでの目指した

い将来像となります。 

  続いて、④の計画の総合目標と基本目標につきましては、先ほど（１）総合目標のほうと

基本目標のほうはお話しさせていただきましたので、ここは割愛させていただきます。 

  続いて、右側、３ページの５、施策の展開については、第４次プラン策定後に、国におい

て新設または改正された法令や計画など整理を進めて36あった施策を26施策にまとめてあ

り、概要に記載されておりますとおりとなっております。 

  概要の最後に相談窓口などを掲載いたしました。 

  市では、ＤＶやハラスメント、家庭や職場での悩みなど誰もが安心して相談できる環境づ

くりを進めてまいります。こうした窓口を知っていただき、困ったときには１人で悩まず、

まずは相談してもらえるよう呼びかけてまいります。 

  ＳｉｄｅＢｏｏｋｓの別冊資料の１枚目にお戻りください。 

  ４、今後の予定でございます。 

  市民の皆さんから広く意見を募集するため、11月20日から12月15日までの期間、第５次

甲斐ヒューマンプラン（案）のパブリックコメントを実施予定でございます。パブリックコ

メントの結果報告は１月の常任委員会において報告し、３月に市ウェブサイトなどで公表し

て市民の皆様に周知を図ってまいります。 

  次に、５、その他としまして、議員の皆様には、第５次甲斐ヒューマンプラン（案）に対

する意見・提言書という用紙を今回別添で用意させていただきました。お手元に２枚、Ａ４

の紙がございます。こちらのほうでご意見を賜りたいと思います。期間が12月10日水曜日

までとなっております。こちらほう、市民協働推進課のほうにご提出いただければと思って

おります。 

  以上、第５次甲斐ヒューマンプラン（案）及びパブリックコメントの実施についてご説明

させていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 
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  これより質疑を行います。 

  ここで委員並びに職員各位に申し上げます。 

  質問は一問一答とし、また、質問・答弁は簡潔明瞭にしていただきますようお願い申し上

げます。 

  それでは、質疑がありましたら、お願いいたします。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 別紙の２の資料の新プランのところの色分けしてあるところの白い枠

に、ここは新しく指標を設けるという説明をいただいたんですけれども、この指標というの

は、こういう文言、今これ、文言だけですけれども、ここに数値みたいなものは入るんです

か。目標数値みたいなもの。 

○委員長（清水和弘君） 久保田課長。 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） こちらのほうも計画、プランのほうの素案のほうにも

ございますが、素案のほうの33ページのほうに、基本目標というところがございます。こ

ちらのほうで基本目標ⅠからⅤまで各目標に対しまして、それぞれ指標、現状値、目標値と

いうことで載せさせていただいております。今回概要のほうでそこまで載せておりませんけ

れども、プランのほうの中身のほうでは、載せさせていただいておりますので。 

〔発言する者あり〕 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） 申し訳ございません。 

  概要のほうでは、別紙１のほうの開いていただいて、左の下、４、計画の目標と基本目標

の中の（２）のところに指標値のほうを載せさせていただいております。このようなものと

なっております。よろしくお願いします。 

○委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  そのほかございませんか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） ちょっとヒューマンプランから外れるかもしれませんけれども、甲斐

市の男女共同参画推進委員会の活動として、新しくこういうものを推進していくということ

になりますと、委員の中の活動の中にもこれをしっかり入れていただきたいなということを

感じています。やることがたくさんあって、今までの活動を見ているとなかなか男女共同参

画、ジェンダー平等を進めていくような活動があまり見られないなということを最初から携

わってきた私から見ますと、非常に今は防災に特化しているようなところがあって、じゃ、
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防災の中にどんなくらいジェンダー平等を入れていくのかというところが、明確に結論が出

ていないし、こういうしっかりしたプランを新しくつくり直すのであれば、この中にきちっ

とジェンダー平等を進めていくということで、市内の例えば企業さんとかそういうところに

働きかけたりするそういう活動、目に見える活動というものも甲斐市の男女共同参画推進委

員会にはぜひしていただきたいなとも希望がありますので、その辺は、希望で結構ですけれ

ども、実現していただきたいなと思っていますので、要望でよろしくお願いいたします。 

○委員長（清水和弘君） 答弁必要ですか。 

〔発言する者あり〕 

○委員長（清水和弘君） 久保田課長。 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） ありがとうございます。 

  今、滝川委員のほうからいただいたご要望につきまして、今後進めていかなければならな

いとは思っております。 

  コロナの関係で、なかなか外へ出ていけなかった時期がございます。そういう部分もあり

まして、昨年、その前の第９期の委員につきましては、勉強会が主になってしまっておりま

して、なかなか外へ皆様周知していくということはなかなかできなかったので、今後そうい

うことがやっていけるようにまた進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  山本委員。 

○委員（山本 英君） 別紙の１の２ページの３番ですけれども、先ほどパーセンテージとい

う話があったんですが、４番に対してパーセンテージということは、この３番で決めるとい

うことですか。３番に対して、気になるのがあるのが、職場でのワーク・ライフ・バランス

だったり、自分の望むキャリアというのが、４番の４、女性をはじめ誰もが働き続けられる

職場の指数と数値を出すということですか。 

○委員長（清水和弘君） 久保田課長。 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） ３の目指したい将来像のほうと４の計画の基本目標の

ほうがリンクしているかどうかというところでございますでしょうか。 

  全部に対して指標を設けるというのはなかなか難しいので、基本目標の中の幾つか選択し

まして、その中で指標を設けて、それが達成できるかどうかいうところを見ていきたいと思

っております。全てに、指標を全て設けてしまうと、なかなか難しいものがあります。これ

は総合計画とか、ほかの計画も同じような形になっておりますので、よろしくお願いいたし
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ます。 

○委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本 英君） そこはどこか。何件か特定の企業を決めて、職場を決めて、そういっ

たところからアンケートを取るんですか。 

○委員長（清水和弘君） 久保田課長。 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） こちらのほうの事業者は、県のほうの調査とか、あと

そういうものを活用しまして、市のほうでやる場合もありますし、県のやっているものを指

標にしたりとか、そういうもので出していきたいと思っております。 

○委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本 英君） じゃ、市独自でもやっていくということでよろしいんですか。 

○委員長（清水和弘君） 久保田課長。 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） ものによってはそういう形でやっていきたいと思って

います。 

○委員長（清水和弘君） そのほかよろしいでしょうか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 今のところで。 

  現状の８業者になっていますよね、事業者になっていますね。４番のところ。えるみんの

ところの。これは市内の業者ということですよね。 

○委員長（清水和弘君） 久保田課長。 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） 市内の業者になっております。市内で今８業者ござい

ますので、それを11業者まで増やせるように目標としてやっていきたいと考えております。 

○委員長（清水和弘君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） そういうことなので、これ、あと３業者増やしたいという目標値とい

うことだと思うんですけれども、そういうところへやはり先ほど私がお願いしたような方た

ちが、きちっと聞き取り調査をするとかそういう活動で目に見える形ということはそういう

ことですので、ぜひ進めてください。お願いいたします。 

○委員長（清水和弘君） 久保田課長。 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） 事業者のほうになかなかこれまで市のほうからそうい

うのを周知していくということは、まだ進んでおりませんでしたので、そういう形で、全て

の事業者にまた回るというのは難しいので、女性が多いところとか、あとはまた、従業員が
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多いところから回っていけるような形で進めていければいいなと思っております。 

○委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本 英君） この数値、パーセンテージを無理して目指すのではなく、しっかりそ

ういったところの内容も把握していってやってもらっていきたいと思います。数字ばっかり、

目標ばっかり高くして、結局そこに無理してパーセンテージを上げるんじゃ全く意味がない

と思いますので、そういったところも配慮してやっていっていただければと思います。 

○委員長（清水和弘君） 要望でよろしいですか。 

○委員（山本 英君） はい、要望で。 

○委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 目標を立ててやるのはいいんですけれども、今、国なんかで問題にな

っている選択的夫婦別姓の問題とかそういうような意見も聞いてみるとか、そういう必要も

あるんじゃないかと思うんですけれども。 

○委員長（清水和弘君） 久保田課長。 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） 今回の計画の中には、特にその夫婦別姓でしたか、そ

ちらのほうはまだ入ってはおりませんが、国のほうで法律も絡んでくることですので、国の

ほうの調査等も含めた中で、またそちらのほうを動向見ていきたいと思っております。 

○委員長（清水和弘君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） もちろんそうだと思います。法律が絡んでくるということで難しいか

もしれないけれども、パートナーシップ制度も決して法律が整ったわけではないけれども、

甲州市では既にパートナーシップ制度、認定して今回新しい議員の中にもそういう方が当選

されていますので、やはり市独自でもしっかりとそういうものを進めていくという姿勢が大

事かなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それから、目標値だけを出してもという意見もありましたけれども、やはりないものに対

しては、きちっと目標値をつくっていくということが基本で、それに目指さなければ、なか

なか外堀を埋めてから進めるというのは、非常に難しいので、特にジェンダー平等の問題に

対しては、非常に山梨県は遅れている。日本は遅れている中で、目標値をきちっと高めてい

かなければならないということを感じていますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本 英君） すみません、目標値は大事だと思うんですが、いろいろな企業とかで
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話を聞くと、やっぱりあまりにも高い数値を出されてしまって、会社というのはやはりある

程度利益を出さなきゃいけない。そこで、例えば女性でも出世したい方もいれば、今のポジ

ションがいい。そういって今のポジションがいいという方を無理やり女性の数値を上げなき

ゃいけないというところで、無理して上げて、逆に上がらなくて辞めていくという話もよく

聞くので、やはり内容も数値、パーセンテージを出すのも大事だと思うんですが、やはり内

容もしっかりついていくようにやっていきたいというのが、要望でございます。 

○委員長（清水和弘君） 静粛に。 

  久保田課長。 

○市民協働推進課長（久保田 浩君） 今のお二人のお話を聞いている中では、意識づけとい

う部分で市民はもちろんですけれども、企業の皆様にも意識づけの部分も必要になってきま

すので、市としては、そのＰＲ部分のほうをまた強化していければなとは考えております。 

○委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 意見会みたいになっても困るんですけれども、もちろん目標を立てる

のは大事だと思うんですよ。これについていけないもちろん企業もあるし、現実もあると思

いますので、それについては、やっぱり目標達成しなくても達成するための助成ですとか、

そういうのも考えていけたらいい話であって、現状と目標は必ずしも矛盾するものではない

と思いますので、ぜひ、意見になってしまいますけれども、お願いします。 

○委員長（清水和弘君） ここで申し上げますけれども、委員会、委員同士のやり取りに対し

ての交換は、極力やめてもらいたいと思います。 

  そのほかございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  以上で第５次甲斐ヒューマンプラン（案）及びパブリックコメントの実施についてを終わ

ります。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午前 ９時５８分 

 

再開 午前１０時００分 
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○委員長（清水和弘君） 会議を再開します。 

  続いて、甲斐市地域クラブ活動について、担当より説明をお願いいたします。 

  大柴生涯学習文化課長。 

○生涯学習文化課長（大柴宏之君） 甲斐市地域クラブ活動について説明をさせていただきま

す。 

  資料のほうは３ページをお願いします。 

  １、休日の部活動の地域移行についてです。 

  教員の働き方改革と少子化に伴う部活動の部員減少という課題に対応するために、休日の

部活動を段階的に地域移行する趣旨のガイドラインが、令和４年12月に文部科学省（スポ

ーツ省、文化庁を含む）から提示されました。 

  ２、甲斐市における地域クラブ活動の地域展開についてです。 

  令和７年５月に原則休日における部活動の地域展開実現について、国から令和13年度ま

でに目指す「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議最終とりまとめ」

が示されました。前年度までの取組でありました本市については、学校教育課において令和

５年度、６年度協議会を立ち上げまして、部活動地域連携実証事業を実施したところであり

ます。 

  部活動の「地域移行」は「地域展開」に名称変更されまして、学校部活動を学校教育では

なく、社会教育の一貫として実施し、学校単位から地域全体に広げた中で、関係者が連携し

て支え、生徒の幅広い活動機会を提供する地域クラブを立ち上げることを目標としておりま

す。 

  また、令和８年度に甲斐市認定地域クラブ活動整備推進協議会を立ち上げ、甲斐市の地域

クラブの認定基準等の設置により具体的な体制の整備を図っていきます。 

  本協議会の下にスポーツ関係と文化芸術関係の専門部会を設けまして、相互に連携を図り

ながら、体制づくりを推進していきます。 

  下表のほうに地域クラブのイメージ図を掲載させております。 

  まず、学校部活動、こちらのほうですけれども、学校が主体となって行われる部活動です。

学校の中での実施、あと、地域連携というものがあるんですが、こちらのほうは複数校でま

とまって１つの部活動を行う合同部活動の導入、あと、部活動指導員等の地域の人材を活用

すること。こちらのほうを地域連携と言っております。 
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  こちら、学校部活動は、中学校での部活動で教員、顧問の先生が生徒に指導するという形

になっております。それに対しまして、地域クラブ活動、こちらのほうですけれども、地域

が主体となって行われる活動となります。場所のほうは、市民体育館、公民館、学校体育施

設など多様な場所での実施が考えられます。あと、多世代・多種目な活動が見込まれます。

こちらのほうにつきましては、地域の指導者、例えばですけれども、総合型地域スポーツク

ラブや民間事業者などの地域人材が地域の子供たち、世代間などへ多様な交流が考えられる、

こういう子供たちに対して指導をするという内容となっております。 

  ４ページをお願いします。 

  今後の予定についてになります。 

  （１）例規整備、先ほど説明させていただきました学校教育課で行っていた協議会の立ち

上げ、そちらのほうは、現在現行の「甲斐市中学校部活動地域移行協議会設置条例」という

のを制定しておりました。今回こちらのほうを廃止いたしまして、新たに施行に必要な条例

を新規制定いたします。そちらの制定の名前のほうは「甲斐市認定地域クラブ活動整備推進

協議会設置条例」という名前になります。 

  （２）甲斐市地域クラブ活動整備推進協議会の立ち上げ、市立中学校校長代表、小・中学

校ＰＴＡ代表、社会教育指導員等で組織いたしまして、認定地域クラブの認定基準等の設定、

運営方法等について諮るための組織として運営いたします。 

  下に表のほうがあります。こちらのほうが甲斐市の地域クラブのロードマップとなってお

ります。 

  まず、項目順で説明させていただきます。 

  まず、国が示す期間ですが、令和８年度から令和10年度まで、この間改革実行期間の前

期となります。令和11年度から13年度まで改革実行期間の後期という期間になります。こ

ちらのほうについては、休日における改革実行期間内に原則全ての部活動で地域展開の実現

を目指していくというロードマップになっております。 

  また、令和８年度のところで市内で１つ以上のクラブ立ち上げと書いてあるんですが、そ

ちらのほうは、県のロードマップに示してある内容となっており、本市においても８年度１

つのクラブ活動の立ち上げを目指しているところであります。 

  次に、甲斐市認定地域クラブ活動整備推進協議会になります。 

  令和７年度に条例制定、協議会の設置を行い、令和８年度４月１日からの施行で協議会の

ほうを実施して、先ほどの内容のとおり、地域クラブの認定基準等の設定、あと、運営方法
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等について諮ってまいりたいと考えております。 

  次に、地域クラブ活動のほうですけれども、令和８年度１つ立ち上げまして、その後から

地域クラブ活動を開始、市が認めた認定制度を活用した地域クラブを増やしていく予定とな

っております。 

  次に、関係者への周知ですけれども、本事業における対象者への周知ということで、児

童・生徒、保護者、教員、スポーツ、文化芸術団体等への周知及びまた内容を進めていくに

当たってのアンケート等も実施していきたいと考えております。 

  説明のほうは以上となります。ご審査のほどよろしくお願いします。 

○委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑等がありましたら、お願いいたします。 

  加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 地域クラブということで、だんだん子供の数も少なくなり、かつては

各学校ごとにあった部活もない部活がだんだん出てきているということで、こういった取組

は非常にいいことだと思います。 

  以前たしか剣道だか何だか、試験的に専門的な指導者でやっているというような取組があ

るというんですけれども、そういったものって今どんなふうな形になっているんでしょうか。 

○委員長（清水和弘君） 大柴課長。 

○生涯学習文化課長（大柴宏之君） 先ほど私のほうで、令和５年度、６年度、学校教育課の

ほうにはなりますが、部活動の実証授業というものを行わせていただきました。その中の一

応種目のほうでは、令和５年度が野球と陸上、令和６年度のほうが、合同と単独という２つ

の形があったんですが、種目としては、吹奏楽と陸上、あと、単独のほうでアーチェリー、

女子バドミントン、剣道という形で実施のほうをしたところであります。 

  こちらのほうにおきましては、部活動の指導員、顧問の先生が教えるという形ではなく、

部活動指導員の方が休日に指導をするという形で実証事業を行ったところであります。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 実証事業を行っての総括というか、その結果というのはどんな感じな

んでしょうか。 

○委員長（清水和弘君） 大柴課長。 

○生涯学習文化課長（大柴宏之君） まだ種目のほうが少ないということもあったんですが、
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やはり中学生からすると、いろんな学校の子たちとの交流が得られる。そういう場で楽しか

ったという意見ももらっています。また、一応保護者のほうからとか教員の方からのアンケ

ートも取ったりもしていたんですけれども、やっぱり集まってやるという中で、技術的な考

え方が中学生それぞれ違うもんで、もっと専門的にやってほしかったとか、そんなような意

見もあったところであります。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 休日のそういった部活とかクラブ活動の指導ということなんですけれ

ども、平日は従来どおり学校のほうで指導をするというような形で進めるということなんで

しょうか。 

○委員長（清水和弘君） 大柴課長。 

○生涯学習文化課長（大柴宏之君） 現在のところ並行で進める形になっております。そして、

また13年度以降、まだ国の方針のほうも明確にはなっていないところもありまして、今後

どういうふうなガイドラインが示されるかという形になってくると思います。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 並行で行うということなんですけれども、例えばいろんな部活で土日

のほうは例えばもっと専門性のある高度なスキルを持った指導者が指導してくれる可能性が

あると思うんですけれども、例えば逆に、平日の学校の中では、やったことない種目という

か内容のクラブを全然経験のない先生が指導するなんてこと今あるみたいなんですけれども、

その辺のギャップというのはやっぱり平日と休日のレベルの違いというんですか、その指導

の内容の。そういった格差というのは、どういうふうに対応するものなのか、どういうふう

に考えているのか、教えていただけますか。 

○委員長（清水和弘君） 大柴課長。 

○生涯学習文化課長（大柴宏之君） 今回地域クラブというのが、社会教育の一環であるとい

うことで、現在の既存の部活動が全部地域クラブになる、種目がですけれども、なるという

形ではなくて、社会教育の一環として、楽しみながら多くの方が参加していただけるような

形で、ちょっと専門性というところになってきますと、逆に平日よりもちょっと落ちる可能

性もあったりするとは思われます。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 技術的レベルが落ちるというのは、どういう理由なんでしょうか。 

○委員長（清水和弘君） 大柴課長。 
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○生涯学習文化課長（大柴宏之君） 多くの中学生に参加していただいて、休日受け皿となる

活動という中で、本当に学校の部活動の種目にはないようなもの、そういうものも立ち上げ

ながら、参加していただくという中で、そういう技術を求めていかないものも多く今度は立

ち上げていきたいということも考えておりまして、今が、現在国のほうにおいても大会です

か、現在、今、中学生というのは、顧問の先生に指導をいただいた中で、技術を高めて大会

に参加していい成績を目指しております。でも、この地域クラブのほうにおきましては、今

認定制度、今後制定されていくと思うんですけれども、その認定クラブで認定されたものの

クラブにおいては、そういう大会に参加できる。今この大会の在り方についてもまだ明確に

はなっていない状況になっておりまして、今、市のほうで考えているのは、多くの中学生が

土日に受け皿となる地域クラブのいろんな内容のクラブを立ち上げていけたらと考えており

ます。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 私も受け取り方が違っているかもしれないですけれども、例えば野球

をやっているような子が、平日は学校でその指導を受けるんですけれども、土日は地域クラ

ブでまた野球の指導を受ける。そういったことではなくて、全然学校でやっていることと関

係ないことを受ける。違う種目というか、違うことを受けるというのはそれでも全然いいと

いうことなんですか。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） お答えします。 

  地域クラブになると、今委員が言ったとおり、野球を部活でやっていても、例えば土日で

やっているほかのことに興味があるから、ちょっと違うことをやりたいといった場合は、そ

の立ち上げられた地域クラブでほかのことをやっても全然構わないものになります。 

  ちょっと勘違いされちゃうところなんですけれども、中学校の部活動と今回始まる地域展

開される地域クラブというのは、部活動がそのまま移行するものじゃないんですよね。学校

にあった中学校にあるそれぞれの部活がみんななくなってしまうから、地域でそれぞれがあ

る野球が中学校５校あれば、野球部の５校分を地域クラブをつくるというものじゃなくて、

地域でいくと、１つか２つになるかもしれないしとかと、部活動は全然関係ないものになっ

てきます。なので、その部活で活動しているものに対して、同じように土日をそこでやるか

やらないかというのは、全然子供たちが選ぶもので構わないので、違うものに興味があるか

ら土日はやってみようというものも全然活動としてはいいものだとなっております。 
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  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 何となく分かりました。 

  じゃ、例えば少年野球とか、いわゆる今でもある地域のクラブサッカーとかそういったよ

うなあれと同じような形になるということなんですか。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） イメージとしてはスポ少の感じに似てくると思います。

やっぱりどこか指導者、それなりの指導者というものが、これは話が出てきましたけれども、

認定されることが出てきますけれども、指導者には指導者の資格とかというのが出てきます

けれども、学校で部活でやるんじゃなくて、いろんな人が混ざってきてやるものが地域クラ

ブだという形になっていますんで、スポ少のような団体のイメージというのは、どちらかと

いうと、そんな感じになってくるんじゃないかなと思います。学校のものじゃないんで。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） じゃ、土日はそういった地域クラブということですけれども、じゃ、

従来学校でやっていた部活とかというのは、土日はもうやらないようにという方向になると

いうことなんですか。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） 学校の部活動については、まだどうなっていくかという

ことが出ていないです。なので、今のところ共存になっていくと思います。部活動も残って

いて、地域クラブも立ち上げていくという形で並行してつくって、継続していく形になると

思います。いずれの中で、中学校が部活動なくすかというのは、ちょっとまだはっきり出て

いないですけれども、部活動は部活動でまだ今は残っています。土日はやるかやらないかと

いうのも、その県だとか、国ではまだ言っていないです。土日やらないようにとは言ってい

ないんで、県とか市の考え方でもうやらないよという形であれば、部活は土日はやらないと

いうこともありますけれども、今、甲斐市のほうでは部活も残りながら、地域クラブのほう

も立ち上げていくというような並行した形で動いています。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 当初こういう活動を立ち上げたというのは、私の記憶というか認識で
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は、例えば教員の土日を先生がそういった指導でどうしてもやんなきゃいけないという部分

の軽減というような意味合いでこういうことを立ち上げているというようなのを聞いたよう

な気がするんですけれども、それでは何か全然今までと何か当分は変わらないような感じに

なってくるんじゃないかと思うんですけれども、どうなんですか。 

○委員長（清水和弘君） 大嶌教育部長。 

○教育部長（大嶌正之君） 当初やはり教員の働き方改革という形も踏まえて、この制度、内

容的なものを進めてまいりましたけれども、やはり学校には学校の指導要領というのがござ

いまして、指導要領改定にはなっておりませんので、基本的には部活動は続けていくという

のは、今のところは基本になっております。 

  今後指導要領の改定というのが、現在検討始まっておりますので、今後国の動向等を注視

して、どういうふうな形で進めていくかというのを検討していきたいと考えております。 

○委員長（清水和弘君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 今、加藤委員が長く質問したとおりで、私たちの今まで説明を受けて

いると、今、大嶌部長のおっしゃるように、子供たちの少子化、それから、教員の働き方改

革を踏まえた中で、地域の住民を巻き込んで、地域移行をしていくという中で、今回この甲

斐市地域クラブという言葉が出てきたので、恐らくこの地域クラブって何だろうなというこ

とになってくると思うんですけれども、私の思っていたクラブ活動の地域に移行していくと

いうものとイメージが違ってきて、なかなかそれがまだ国のほうが決まっていないから、市

としても難しいところで、説明もなかなかできないかもしれないんですけれども、地域クラ

ブという名前をつくってしまうと、クラブというのは、私たちからすると、お金のかかる活

動、イコールお金がかかる活動ということで、今ご父兄の中からも、そうなると、生活が大

変な家庭の子供は、今までのようなクラブ活動ができなくなるというイメージが強い。現実

問題。だから、そのところをしっかりと市民の方たちに説明をしていかなければ、なかなか

理解できないこの事業になるかなという感じがします。 

  やはりクラブという名前は、昔からサッカーも野球もそうですけれども、十分やっていた

子供たちの才能のある子供たちをつくって、クラブでプロを目指すような子供たち、大学を

目指す子供たちをつくっていくというイメージがあまりにも強過ぎるんじゃないかと思う。

だから、このままだとなかなか理解されないのかな。私もそういう子供がいないから、どっ

ちでもいいといえば、どっちでもいいんだけれども、地域の子供たちが自由に今までと同じ

ようにお金がかからないで学校の先生としてやっていくという、そういう理想的なクラブ活



－20－ 

動というものができなくなることによって、地域の指導者がそれを引き継いで、同じように

費用がかからなくて、みんな平等に指導してもらえるものだと思っていたんですが、その辺

は、もちろんお答えは難しいのかもしれないけれども、そういう理解をしている方が非常に

市民の中には多いかなと思いますので、その辺、今後は進める中でしっかりと決まったこと

を市民に伝えていくということが大切な事業かなと感じておりますので、どうでしょうか。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） 委員のおっしゃるとおり、周知のほうはこれからしてい

かなきゃいけならないと思います。 

  今後考えられる地域クラブのほうの流れなんですけれども、やはり学校の部活とは違う形

にはなってきます。地域で活動していく形になると、やはり受益者負担というものが出た形

で、ある程度の参加者のほうからは負担をいただきながら、そのクラブを運営しなきゃなら

ないという形が出てきます。なので、その辺のことは周知していかなきゃならないというこ

と。その費用というものについてもどれぐらいの金額かということはある程度決めていかな

きゃいけないというところでもあるということは考えながら、地域クラブのほうを立てると

きに、今いろんなところで考えているところであります。どうしても無料でできるというも

のではないということだけは、方針としてはなってくると思います。 

  生活困窮者とかに対してどこまで支援できるかということも、これも定めていく。そうい

うところもちゃんと活動できるようにしていくということでなっていますので、その辺の部

分の整備もきちんとしてまいりたいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 依田委員。 

○委員（依田那津希君） 最後にお伺いしたいんですけれども、先ほど地域クラブでも大会な

どに出場が可能ということだったんですけれども、例えば部活動はサッカーをしている。週

末地域クラブは野球をしているというんであれば、その地域クラブで野球の選手登録、部活

でサッカーの選手登録ということが可能だと思うんですけれども、どちらも同じサッカーを

選択した場合、選手登録はどちらにしていくつもりなのかというところと、同じ大会に並行

して活動を続ける中で、どちらのチームに所属して活動していくかというのは、子供たち本

人、親御さんたちの意見も含めてそういった形で選択していく可能性が高いんですか。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） 大会については、その地域クラブ立ち上げる。学校にも
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部活動として残っている形になる。地域クラブというものを大会に出られる形ということを

うちのほうが認定して大会にも出られるよという形になれは、その地域クラブでも出られる

ことになります。ですけれども、学校のほうに部活が例えば野球が残っていて、そこでまと

まってやっている形であれば、基本的には学校のほうを大会とかに出場するという形では進

めていくのかなと。地域クラブをまだ大会に出る形の一つのクラブとして認めるという形じ

ゃなくて、学校に野球がなくなってしまった。なくて地域クラブでしか野球がなくなってい

るという場合では、こちらのほうを認定した中で、大会にも出られる形になるので、２つが

出るという形にはならないような方向でなっています。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 依田委員。 

○委員（依田那津希君） ありがとうございます。 

  子供たちの中でも、クラブチームに所属していて、学校の名を挙げたいからと、クラブチ

ームをやめて中学校の部活に移動するという子もいる中で、そういった選択に悩むようなこ

とがないように、明確なすみ分けをしていただけるとありがたいなと思います。これは要望

です。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 今の件なんですけれども、たしか以前聞いたような気がするんですが、

聞き間違いかもしれないですけれども、たしか野球か何かで部活と地域クラブも今度は参加

できるようになったみたいな規定を改定したようなのをたしか聞いたような気がするんです

けれども、どうでしたか。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） 大会についてのお話であれば、地域クラブでも出られる

ようにはなってきています。ですが、それを地域クラブとして市のほうで出る形を取るかと

いうのは、その地域クラブと学校にある部活が残っているんであれば、どっちを選ぶかとい

うのは、ちゃんとクラブと学校のクラブとで話し合った中で、どっちを代表として出すのか。

両方で出るという形にはならない形では進めます。ただ、学校になくなった地域クラブで今

まで出られなかったものを町が認定すれば、大会のほうには出られるというふうには変わっ

てきています。話としては。 

○委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  山本委員。 
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○委員（山本 英君） 確認ですけれども、ここで認定されれば、クラブチームとしても出ら

れるという形の方針ではいいということですよね。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） 出られる形にはなります。ですけれども、学校にまだ部

活が残っていて、活動もしている形があるというところの場合は、やっぱり話合いをした中

で、地域クラブとして出るのか、学校の部活として出るのかという形は、そのとき決まって

くると思います。 

  学校１つに対して１つの地域クラブじゃないんで、野球であれば、例えば２校、３校もあ

る。それぞれでも学校ごとでも野球やっていけられていますという形であって、地域クラブ

でここへ子供たちが休みの日に集まってきている。ここで出るような形で１校として出るの

か。いや、学校単位でまだ残っているんであれば、そちらのほうへ出るのかという形には、

まだどうするのかというのは、そこのクラブと学校のほうの話合いになってくると思います。

両方が一緒ということはないです。地域クラブでも出られますけれども、それはなくなって

きて、学校の部活動がなくなってきた中で、もうここしかないという形であれば、それはこ

れで出るほうがいいでしょう。それも認めますという話にはなっています。 

○委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本 英君） 国の方針が二転三転で多分大変な立場だとは思うんですが、僕、変な

話、先ほど依田委員も言ったように、例えば同じサッカーだったら、土日もサッカーという

子も多分増えてくると思うんですよ。そっちがメインになってくると僕は思うんですけれど

も、平日だけ野球やって、日曜日だけサッカーをやるという子のほうが多分少ないと思うん

ですよね。やっぱり強くなるには、土曜日、日曜日も出て練習したいという子が、どうして

も僕の中では、その流れでこっちもできるのかなと思っていたんで、全く別組織というと、

じゃ、本当にもし、土日だけで大会を目指したいという子たちが出た中で、そっちは同じ部

活があるから出られませんと。本当にクラブチームとしてでしか認められず、地域に国とか

が移行しろ、クラブチームに地域移行しろと言っている中で、大会にも出られない。逆に、

じゃ、地域移行したクラブチームだけの大会ができるのかという感じになっちゃうんです。 

  ただ何というんですか、うまく言えないんですけれども、大会に出たい子たちもいっぱい

いると思うんですよ。それが地域クラブに行ったら大会出られませんとなってしまったら、

多分クラブチーム入らなくなってくると思うんですよね。あとは学校の推薦問題とかもそう

いったものも出てくるとは思うので、試合を、やっぱり結果をちゃんと練習頑張っている子
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を見るのを大事ですけれども、試合に強い子とかそういったこともやっぱり見ていかなきゃ

いけないところもあるので、そこら辺もちょっとまだ決まっていないので、またゆっくり聞

きにいきたいなと思うんですけれども。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） 全中大会、中学校の大会にそういう大会に出られるかと

いう話になればですけれども、そういう大会に対して、今までそういう地域クラブが出られ

なかったものに対しては、今は出られるようになるという形で進んでいます。 

  ただ、例えばですけれども、それぞれの学校の部活で、まだ大会に出られるだけの人数が

そろって活動している。地域クラブを立ち上げました。そこにも土日、そちらのほうにも例

えば参加するとかいう形になってくるとか、これからの流れでいろいろつくってくるんです

けれども、そこへ例えばまだ学校でできるものが地域クラブで代表して出るとなった場合に、

例えば学校ではレギュラーとして例えば出られた。地域クラブになってしまったら、補欠に

なってしまうということもあり得ます。学校で活動がまだ部活動として成り立っているうち

は、学校の部活動で大会に出るというほうを私たちの今の考えとしては、進めていくほうが

いいのかと。学校として大会に、出ることが人数がいなくできないよという形になってくれ

ば、これはもう地域クラブを立ち上げる動きをしながら立ち上げて、そういうところに出て

いくようにするという整備を進めていくのがいいのかなと考えています。 

○委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本 英君） ということは、じゃ、合同部活動というのは、今回からなくなるんで

すか。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） 合同部活動というのは、学校の中でやっている…… 

〔「人数が足りなくて」と呼ぶ者あり〕 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） はい、皆さんでやっていく形になるんで、なくなるとい

うわけではないですけれども、今でも１校、２校で一緒にくっついて、そのまま出るという

形も並行して継続して動いています。そういう形でもいいと思っています。 

  全部がまだ地域、完全に部活動がなくなるという形になっていないので、ここが幾つもパ

ターンがあってなかなか難しさがあるんですけれども。 

〔「またゆっくり聞きます」と呼ぶ者あり〕 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） すみません。 



－24－ 

○委員長（清水和弘君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 最後に、すみません。 

  今お話を聞いていると、だんだん今回の地域クラブというものが、大会に出て勝つことだ

けが目標にするためのこういうものを設立するのかなという、ちょっと不安を感じる。今ま

での部活であれば、そこへ行って楽しんでやっていく。それも中学校生活の非常に大事な経

験だった。だけれども、今聞いていると、やはりそこに選手にして、花形選手にするために

いろんなクラブチームに入れたりしていく。その中で、その子たちはそれでいい。だけれど

も、その大切な３年間、中学校でこれをやりたかったという子供たちをどこに置くのか。 

  私は、こういう特に公立学校の部活動は難しい。そこが難しいのかなと思う。取り残した

らいけないじゃないですか。その子が強くなくたって、３年間部活をしたという思い出を持

って成長していく中で、いろんなこと集約されて、結局選ばれた子供だけがそういう中で活

動をしていくような形に進んでいくことだけは避けていただきたい。それが義務教育の中の

私は子供たちにしてあげられる日本の国の精いっぱいの平等の教育だと思っている。 

  だから、甲斐市もしっかりとその辺は守っていただきたい。そうしないと、そこで自分が

人生の中で自分はできなかったということをその子たちに残していくのは、これは甘えかも

しれないけれども、それをそういう子供たちも大勢いるんだというところにしっかり甲斐市

の場合は、目を向けていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（清水和弘君） 答弁必要ですか。 

  滝川委員、答弁いいですか。 

○委員（滝川美幸君） その辺のお考えを伺えればと思います。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） 国のほうからもそういう示しが出ております。強くする

ためのクラブじゃなくて、楽しめるクラブをという、何でも勝つことばかりの主義じゃない

ということは示されていますので、そのクラブの中には当然そういうこともありますけれど

も、楽しめるということもできるようなクラブの創設という形での認定をする中での指導と

かは必要になってくると思いますので、そのようにしていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 私、先ほどの山本委員の質問にちょっと関連しているんですけれども、

学校の部活と地域クラブとある種目に関しては、並行して、例えばじゃ、そういう大会とか
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あったときに、子供たちの思いというか、学校でのチームと、例えばサッカーとかですね。

クラブ活動のチームとどちらかというと、こっちのチームのほうが好きでこのチームで頑張

りたいという子供が多分出てくるかと思うんですよね。そういう場合に、線引きというか、

そういうので出られないとなると、やっぱりそういった子たちと多分親からクレームが来る

んじゃないかと思うので、多分そういうやり方だと、後々もめごとが起きるんじゃないかと

いうそういう懸念がするんですけれども、例えば学校で、じゃ、存続できるような部活があ

る種目の場合は、地域のクラブ活動は、最初からそういう大会は出られないみたいな前提で

やっていかないと、多分そういったときにクレームが出るんじゃないかと思うんですけれど

も、どうでしょうか。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） 地域クラブを立ち上げるところの難しさもあるんですけ

れども、部活動として活動がまだ残っている形に対して、地域クラブのほうを積極的に町が

立ち上げていくという方針ではないと思うんですよね。町が全部地域クラブを管理して、指

導者を集めて、休日からの予定を取ってということはちょっと不可能な形になってきます。 

  なので、地域クラブを立ち上げたいという機運が高まっているクラブに対しての指導者と

か熱い人たちと話をうちが指導の話などをしながら認定していくとかという形になってくる

と思うんですけれども、部活動がこれまだ今からの方針で決まって、今から決めていくこと

なんですけれども、学校に部活動がまだ残っている形があるんであれば、地域クラブをつく

る必要があるのかというところを話し合いながら、立ち上げていかなきゃいけないのかなと。

あるのにこっちにもあるという形になると、今言った委員の話のように、どっちが出られる、

どっちへ出たいという話が出てきちゃうと思いますので、それを必要とするのはどこまであ

るかというのをこの認定基準を決めた中で決めていかないと、両方幾つもできるものがある

という形は、そういう混乱を招くかと思うので、学校でできて活動がまだ動いているという

形がそれぞれであるんであれば、わざわざ地域クラブというのを慌ててつくるような形では

なくてもいいのかなという思いもあります。なくなってきちゃってできないから、地域クラ

ブで子供たちがやりたいスポーツができるようなものを地域につくっていきましょうよとい

う形のほうがいいのかなという考えではいるので、そういう方針で進めていきたいなとは考

えています。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 
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○委員（加藤敬徳君） 分かりました。 

  ぜひそういった部分で、部活が残るような地域は、逆に先ほど言った先生方の働き方や負

担がかからないような部分をよく考えて進めていただきたいなと。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  金丸委員。 

○委員（金丸 寛君） 今大変難しい問題であり、時期だと思うんですよ。学校教育の中での

部活。基本的には、私も学校活動の部活を重要視していただいて、可能な限りそこで子供た

ちが活動ができるという環境、これを第一に考えていただきたい。そのときに、学校の先生

の指導の負担が多いからという先ほど流れの中で地域に移そうとか、その辺の誤解といいま

すか、我々も誤解している部分があるんですけれども、そこをきちっと押さえて、基本は学

校の部活がある限りはそれを守っていくということ。 

  それから、地域に移行する場合に、種目はいろいろあるんでしょうけれども、その場合の

指導者の認定といいますか、市がクラブを認定するということをおっしゃっていますけれど

も、クラブの認定と並行して、やはり指導者もしっかりした指導をいただけるような方の登

録、こういったことも用意していく必要があると思います。基本はやっぱり部活。我々も中

学生の頃、部活やってきました。やっぱり顧問の先生、常に練習についている環境ではなか

った。昔も。そういった環境の中でも、私の場合は野球をやっていたんですけれども、非常

に自分たちで自主的にいろんなことを工夫しながら、部活動をやってきたという経験はあり

ますんで、やはり自主運営じゃないんですけれども、子供たちの主体性というのか、そうい

ったものを尊重する意味でも、部活は生かしていただきたいと私は思いますので、その辺を、

大変難しい判断だと思いますけれども、使い分け、これ、間違わないようにやっていただけ

たらいいかなと思いますので、希望しておきます。 

○委員長（清水和弘君） 広瀬課長。 

○スポーツ振興課長（広瀬 修君） ありがとうございます。 

  指導者のほうについては、地域クラブのほうでも立ち上げのときに指導者の研修とか受け

なきゃならないということのものを用意して、これは県にも要望していきたいんですけれど

も、例えば年に１回、２回とかそういう研修をやるとか、市のほうでも用意するとか、こう

いうものを受けた中で、指導者として認めるという形なので、地域クラブを立ち上げるには

時間がかかると思います。いろんな用意からそういうことができて、資格の整った形で認定
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していくという形でなってくると思いますので、その辺はちゃんとしていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（清水和弘君） なければ委員の質疑を終了します。 

  以上で甲斐市地域クラブ活動についてを終わります。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

  皆さん、休憩をいたします。50分再開ということでよろしくお願いします。 

 

休憩 午前１０時４０分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○委員長（清水和弘君） 会議を再開します。 

  続いて、令和７年度教育委員会の自己点検・評価報告書について、担当より説明をお願い

します。 

  小田切教育総務課長。 

○教育総務課長（小田切英規君） お疲れさまでございます。 

  教育部より（３）令和７年度教育委員会の自己点検・評価報告書について説明いたします。 

  資料は別冊の令和７年度教育委員会の自己点検・評価報告書になります。 

  別冊資料の冊子の下に表示してあります１ページをお願いいたします。 

  この教育委員会の自己点検・評価報告書につきましては、点検・評価の概要にありますと

おり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項に基づき、令和６年度にお

ける甲斐市教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価について報告書を作成いたし

ましたので、議会に報告するものであります。 

  なお、この内容につきましては、９月26日に開催いたしました第６回定例教育委員会に

おいて審議し、承認をいただいております。 

  次に、点検及び評価の内容は、市が実施する政策、施策、事務事業について評価・検証を

行う行政評価における教育委員会内の事務事業評価結果と、第２次創甲斐教育推進大綱に基

づき成果指標を設定している事業の点検・評価結果を記載してあります。 



－28－ 

  評価対象事業の件数でありますが、行政評価における事務事業評価のうち、教育委員会の

評価対象事業が３件、第２次創甲斐教育推進大綱に関する事務評価が34件、合計37件につ

いて自己評価を行っております。 

  なお、令和６年度は、第２次創甲斐教育推進大綱の最終年度となるため、令和２年度から

令和６年度の総括として点検・評価を実施いたしました。 

  次に、評価の基準ですが、行政評価における事務事業評価の事業の方向性としましては、

Ａが拡大、Ｂが業務改善、Ｃが現状維持、Ｄが統合、Ｅが縮小、Ｆが休廃止であります。 

  第２次創甲斐教育推進大綱に関する事業評価につきましては、第２次大綱における目標値

に対し、達成・未達成を記載しております。 

  また、第３次創甲斐教育推進大綱における取組の継続の有無を記載しており、継続する場

合のみ、継続と記載しております。 

  次に、評価の視点といたしましては、創甲斐教育推進大綱事業の施策項目の指標と教育委

員会内の事務事業を基に、実施値及び取組内容と目標値を踏まえて、分析評価を行うもので

あります。 

  次に、報告書の公表は市ウェブサイト及び議会で公表いたします。 

  続きまして、冊子の２ページ、３ページは、令和６年度における教育委員会の構成と定例

会、臨時会の付議議案について記載してあります。 

  また、冊子の３ページ下段からは、令和６年度の活動報告としまして、学校訪問、冊子の

４ページお願いいたしまして、学校行事・研修会等への参加内容、冊子の５ページをお願い

いたしまして、総合教育会議の開催内容につきまして記載してあります。 

  冊子の６ページからが点検・評価になります。 

  まず、政策戦略課で行っております令和７年度甲斐市行政評価・事務事業評価における点

検・評価の対象となった事業のうち、教育委員会に関わる事業となります。 

  それでは、分析評価が現状維持のＣ以外となった事業について説明いたします。 

  冊子の８ページをお願いいたします。 

  事業名は、市単独学校教育支援員等配置事業で、担当は学校教育課であります。 

  事業概要は、学校教育支援員、学力向上スタッフ、スクールサポートカウンセラー、部活

動指導員報酬等であります。 

  事務事業の計画と実行については記載のとおりであります。 

  分析結果につきましては、下段の表の分析評価の理由欄にありますとおり、人手不足が叫
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ばれている学校現場において、特に昨今では、正職員さえ満足に配置できない状況も見られ

ている。そのような状況からも、学校現場に余裕のある人的配置は必須であり、今後も安定

した人材確保、人的配置を検討していく必要があることから、評価につきましては、業務改

善のＢとしております。 

  次に、冊子の９ページからは、創甲斐教育推進事業の点検・評価となります。 

  冊子の９ページに、第２次大綱における施策の体系図を記載してあり、冊子の10ページ

から43ページに34事業の点検・評価内容の記載があります。 

  創甲斐教育推進事業の点検・評価につきましては、第２次大綱で設定した指標の目標値を

達成できた７事業について説明させていただきます。 

  冊子の12ページをお願いいたします。 

  初めに、第２次大綱における施策項目は、確かな学力の育成で、担当は学校教育課になり

ます。目標となる指標は、学校評価アンケートにおける「外国語の授業が好きですか（内容

はわかりますか）」の設問に、「とても好き（わかる）」「好き（わかる）」と回答した児

童・生徒の割合です。 

  取組内容は、小学校では、楽しみながら取り組む工夫を行い、中学校では、会話を中心に

授業時間をオールイングリッシュで行うよう努めました。 

  評価結果ですが、目標値の小学校75％、中学校70％に対し、令和６年度の実績値は、小

学校87.1％、中学校74.2％となり、目標を達成しました。 

  総括になりますが、ＡＬＴの有効的な活用を通じて楽しく分かる授業が展開されました。

また、指導者用及び学習用デジタル教科書などを活用し、理解につなげる工夫を講じました。 

  今後はさらに楽しく分かる児童・生徒の増加のためにも、ＡＬＴを中心に日常的に触れる

機会を増やしていくこととしており、第３次大綱でも取組を継続いたします。 

  次に、冊子の22ページをお願いいたします。 

  施策項目は、地域や社会で活躍する人材の育成で、担当は学校教育課です。 

  目標となる指標は、全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙調査における「地域や社会を

よくするために何をすべきか考えることがありますか」の設問に「当てはまる」「どちらか

といえば、当てはまる」と回答した児童・生徒の割合です。 

  取組内容は、それぞれの教科で地域に目を向ける活動が提示されており、学習を進めなが

ら、地域に目を向ける活動を取り入れました。 

  評価結果ですが、目標の小学校65％、中学校55％に対し、令和６年度の実績値は、小学
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校83.3％、中学校79.1％となり、目標を達成しました。 

  総括になりますが、学校での活動は地域や社会とのつながりなしには成立しないことを理

解し、社会の一員として自分に何ができるかを考えさせる場面を教育活動全般で設定するこ

とができました。目標は達成しましたが、引き続き地域のつながりを大切にするためにも、

第３次大綱でも取組を継続いたします。 

  次に、冊子の30ページをお願いいたします。 

  施策項目は、スポーツ事業と活動機会の充実で、担当はスポーツ振興課です。 

  目標となる指標は、ラジオ体操事業への参加者数です。 

  取組内容は、「ラジオ体操のまち甲斐市」推進計画に基づき、各課及び各団体において事

業を実施しました。 

  評価結果ですが、目標値の３万4,000人に対し、令和６年度の実績値は６万6,938人とな

り、目標を達成いたしました。 

  総括になりますが、コロナ禍では、事業を実施できず参加者が減少しましたが、保育園や

児童館で取組回数を増やしたことが目標達成につながりました。今後も計画に基づき引き続

き行政、地域、家庭、各種団体等、一体的に推進を図っていくことから、第３次大綱でも取

組を継続いたします。 

  次に、冊子の35ページをお願いいたします。 

  施策項目は、図書館事業の多面的推進で、担当は図書館です。 

  目標となる指標は、「甲斐・本の寺子屋」事業への参加者数です。 

  取組内容は、４回の事業を実施しました。参加者層を広げる目的で、そのうち１回につい

て、中学・高校生向けの作品を各作家に対し、講演会の中で中学生が直接質問する形で対談

を行いました。 

  評価結果ですが、目標値の250人に対し、令和６年度の実績値は316人となり、目標を達

成しました。 

  総括になりますが、コロナ禍には、事業の延期や中止もあり、安全な実施方法を模索しな

がら開催を続け、目標を達成することができました。市民の交流や読書推進等のために事業

を広く周知し、引き続き計画的に開催していくこととし、第３次大綱でも取組を継続します。 

  次に、冊子の36ページをお願いいたします。 

  施策項目は、図書館事業の多面的推進で、担当は図書館です。 

  目標となる指標は、Ｗｉ－Ｆｉの利用者数です。 
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  取組内容は、館内に滞在できる環境を整えることで、Ｗｉ－Ｆｉの利用者増加につながり

ました。 

  評価結果ですが、目標の6,000人に対し、令和６年度の実績値は8,220人となり、目標を

達成しました。 

  総括になりますが、スマートフォンなどの普及もあり、館内での座席利用者の増加ととも

に、Ｗｉ－Ｆｉ利用者が増加し、目標を達成できたことから、第３次大綱の取組としては、

継続しないこととしますが、今後もＷｉ－Ｆｉを利用した調査研究ができる環境を整えてい

きます。 

  次に、37ページをお願いいたします。 

  施策項目は、子ども読書活動の推進で、担当は図書館です。 

  目標となる指標は、幼稚園、保育園、児童館等への貸出し冊数であります。 

  取組内容は、コロナ禍は各園・館共に資料の貸出しが中心で、お話会を自粛するところが

多くありましたが、お話会の要望が増えてきました。お話会の要望に応えるため、貸出しを

これまで無制限だったものを回数を制限しながらの対応となりました。 

  評価結果ですが、目標値の１万2,500冊に対し、令和６年度の実績値は１万7,254冊とな

り、目標を達成しました。 

  総括になりますが、各園・館に図書を届ける移動図書館については、コロナ禍に利用が増

加し、目標達成につながりました。今後はお話会実施等各園・館の要望状況に合わせながら、

資料の提供に努めていきます。第３次大綱でも取組を継続いたします。 

  次に、38ページをお願いいたします。 

  施策項目は、学校における働き方改革の推進で、担当は学校教育課です。 

  目標となる指標は、年間20回以上「きずなの日」を実施している学校の割合です。 

  取組内容は、これまで原則月曜日としていた「きずなの日」の設定を各校自由に設定でき

るようにしました。 

  評価結果ですが、目標値の小・中学校100％に対し、令和６年度の実績値も小・中学校

100％となり、目標を達成しました。 

  総括になりますが、各学校が自由に設定することで20回を超える学校が多く見られるよ

うになり、「きずなの日」が定着してきました。今後も働き方改革の一つとして第３次大綱

でも取組を継続いたします。 

  以上が達成した事業になります。 
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  冊子の44ページからは、資料といたしまして、令和６年度に創甲斐教育推進事業として

実施した事業の予算額、決算額等を記載して掲載しておりますので、参考にしていただきた

いと思います。 

  最後に、第２次大綱の全体的な総括としましては、コロナ禍により、当初の予定どおりに

進められなかったり、ライフスタイルが大きく変わったりしたことで、事業の実施方法を見

直しながら取り組んできた結果、７事業が目標を達成し、達成率は20.5％となりました。

目標達成に至らなかった事業においても、期間中には目標を超えた年度があるものや指標設

定の基準とした平成30年の現況値からは飛躍したものもあり、全体的には成果は出ている

と捉えております。 

  目標を達成したものを含め、第３次大綱に引き継がれており、唯一継続としなかった図書

館のＷｉ－Ｆｉ利用者についても施策項目の図書館事業の多面的推進は引き継がれており、

目標を達成したことから、指標の設定はありませんが、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備は維持してい

きます。 

  この第２次大綱の点検・評価を生かして、事業内容の改善等を図るとともに、家庭、地域、

学校、教育委員会、関係機関が連携しながら、今年度からスタートいたしました第３次大綱

に掲げる各施策を推進してまいりたいと考えております。 

  令和７年度教育委員会の自己点検・評価報告書について説明は以上となります。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑等がありましたら、お願いします。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 第３次大綱に生かされるということなんですけれども、第２次大綱の

結果の中で、やっぱりコロナ禍の中で、利用者が減ったというより、不登校児童が増えたり

とか、そういう面も結構あると思うんですよね。そういうのは第３次大綱で生かされている

んでしょうか。 

○委員長（清水和弘君） 小田切課長。 

○教育総務課長（小田切英規君） 利用者数、参加者数につきましては、委員おっしゃるとお

り、コロナ禍で一時期停滞したこともあるんですけれども、引き続き広報とか周知をしなが

ら、また参加者数、利用者数は高めていきたいと考えています。ただ、ライフ・スタイル・
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バランスも変わっているので、その辺も加味しながら、継続的に第３次大綱でも引き続き推

進してまいります。 

  不登校の対策につきましても、今後重要な課題と捉えておりますので、引き続き第３次の

大綱の中でも重要な施策と位置づけて、推進してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 基本的な質問で申し訳ないんですけれども、この事業は自己評価とい

うことなんですが、これは例えばほかの自治体とかでも自己評価という形でやっているんで

しょうか。 

○委員長（清水和弘君） 小田切課長。 

○教育総務課長（小田切英規君） 地方教育行政、資料の１ページにも記載してあるんですけ

れども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定に、自己評価・点

検をして、報告書を作成し、議会に報告して、広く一般に公表するということが書かれてお

りますので、どこの自治体でも必ず行っております。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 分かりました。ありがとうございます。 

  自己評価ということなんですけれども、一応アンケートとか取って、例えば生徒さんから

の声とか、あと、先生からの声もアンケートありましたよね。 

○委員長（清水和弘君） 小田切課長。 

○教育総務課長（小田切英規君） 学校評価アンケートというものを実施しているので、その

中で児童・生徒はもちろんですけれども、学校の先生、保護者からもアンケート等を取りな

がら、この指標の基になるものとなっております。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） ちゃんと外の声を入れているということで分かりました。 

  あと、最後に、Ｗｉ－Ｆｉ利用者ということで、図書館ではあるんですけれども、図書館

で併設している、ちょっと生涯教育になるかもしれませんが、例えば敷島総合会館とか、あ

あいったとこでも会議室とかそういったところでＷｉ－Ｆｉを活用できるように、ぜひ拡張

してもらいたいなと、生涯学習のほうかもしれませんが、要望でお願いします。 

○委員長（清水和弘君） 大柴課長。 

○生涯学習文化課長（大柴宏之君） 今後の事業等の活用等について検討していきたいと思い
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ます。 

○委員長（清水和弘君） そのほかありますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  以上で令和７年度教育委員会の自己点検・評価報告書についてを終わります。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午前１１時１０分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○委員長（清水和弘君） 会議を再開します。 

  続いて、公立保育園の主食提供について、担当より説明をお願いします。 

  中村子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中村大輔君） 公立保育園の主食提供についてご説明をさせていただきま

す。 

  資料５ページをお願いいたします。 

  まず、１の経緯でありますが、現在本市の５つの公立保育園におきましては、３歳児以上

の園児に対し、おかず等副食を提供をしておりますが、主食（御飯）につきましては、保護

者が準備し、持参をしていただいているところであります。 

  山梨県内におきましては、13市のうち９市が公立保育園で主食の提供を実施をしており、

本市においても子育て支援を目的として、主食の提供を行いたいと考えているところであり

ます。 

  次に、２の現状になりますが、令和７年７月現在の山梨県内の公立保育園の状況としては、

26市町村中、19市町村で主食の提供をしており、また、本市の私立の保育園等では、19園

中、11園において主食の提供を実施しております。 

  本年８月に実施いたしました公立保育園の保護者アンケート調査におきましては、９割の

方が有料であったとしても主食の提供に賛成であり、その理由といたしまして「暑い日など、

衛生面で心配がなくなるから」や、また「時間的・精神的・経済的などの負担が軽減される」

などの意見をいただいたところであります。 
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  表の（１）の県内市町村の公立保育園主食提供の状況につきましては、先ほどご説明申し

上げたとおりでありますが、７ページの別紙１に一覧表が掲載しているところであります。 

  次に、表の（３）の保護者アンケートの調査結果につきましては、８ページから12ペー

ジに別紙２に掲載をしてありますが、主食費を仮に月700円にした場合であっても、主食の

提供に賛成かどうかということを伺ったところ、９割の方が賛成ということで回答をいただ

きました。 

  また、主食につきまして、各保育園内での調理がよいか、それとも民間への外部委託も可

能であるかという設問には、８割の方が各保育園内での調理を希望するとの回答をいただい

たところであります。 

  次に、資料の６ページをご覧ください。 

  ３の効果になりますが、１つ目として、保護者の負担軽減であります。毎朝の主食を準備

する手間が省け、保護者の時間的・精神的・経済的負担の軽減、特に共働きで兄弟のいる家

庭にとりましては、大きな軽減につながります。 

  ２つ目として、子供たちの栄養バランスの確保であります。園で主食と副食全体を管理す

ることで、子供たちに必要な栄養素が偏りなく摂取できるよう献立を立てることが可能とな

ります。 

  ３つ目として、衛生管理の徹底が上げられます。園内の給食室で調理されるため、食材の

管理から調理の過程まで、厳格な衛生基準の下で管理されることになりますので、持参する

場合と比べ食中毒などのリスクの低減が図られます。 

  ４つ目として、アレルギー除去食への対応になります。園が主食も含めて管理することで、

アレルギーを持つ子供や特定の食材を除去する必要がある子供に対して、より適切で安全な

食事の提供が可能となります。また、パンを持参する子供がいる場合など、アレルギーを持

つ子供に対する保育士の負担軽減が図られることになると考えております。 

  次に、４の内容でありますが、（１）の主食提供につきましては、令和８年度から各公立

保育園で既存の調理室を利用し、主食を提供したいと考えております。 

  （２）の主食費につきましては、国の通知におきましては、主食費は食材料費を実費で徴

収することが基本的な考えとなっていることから、本市の主食の食材料費の見込額として月

700円を徴収してまいりたいと考えております。これによりまして、令和８年度以降の保護

者負担につきましては、副食費が4,500円、主食費が700円、合わせて月5,200円になる見込

みであります。 
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  次に、５の多子世帯副食費負担軽減事業になりますが、本市では、令和７年度から多子世

帯に係る副食費負担軽減事業として、公立保育園及び私立の保育園等の園児、第２子が半額、

第３子以降全額の負担軽減を実施しているところでありますが、保護者への経済的支援とし

て、令和８年度以降については、主食を含めた中で継続して実施してまいりたいと考えてお

ります。軽減額につきましては、表に記載のとおりであります。 

  ６の今後の予定につきましては、令和７年12月に12月定例市議会へ調理器具等の物品に

ついて補正予算を上程、令和８年１月から３月に各公立保育園で調理器具等の準備を行い、

令和８年４月から主食の提供を開始してまいりたいと考えております。 

  以上、公立保育園の主食提供についての説明でございます。ご審査のほどよろしくお願い

いたします。 

○委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑等がありましたら、お願いします。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 公立保育園の主食提供で700円徴収して提供するということなんです

けれども、例えば私立の保育園が主食提供するといった場合は、やっぱり同じような形で提

供していただけるんでしょうか。 

○委員長（清水和弘君） 中村課長。 

○子育て支援課長（中村大輔君） 現在副食費でも私立の保育園等については、補助をしてお

りますので、同じような体制で補助をしてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 私はおうちから御飯持っていっているというのを知らなかったんです

けれども、先ほどは食中毒の軽減という話があったんですが、例えば今までそういう形でや

っていて、うちから持ってきた御飯で食中毒起こっちゃったなんて事例はあるんでしょうか。 

○委員長（清水和弘君） 小澤保育係長。 

○保育係長（小澤裕一君） お答えいたします。 

  今までそういった事例というのは、聞いていないところであります。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 加藤委員。 
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○委員（加藤敬徳君） うちから持ってきた御飯とかを例えば保管しておく体制というのは、

どんな形になっているんでしょうか。 

○委員長（清水和弘君） 小澤係長。 

○保育係長（小澤裕一君） 夏場であれば、冷蔵庫等に置いて、食中毒が起こらないような形

では保管をしているところであります。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 確認させてください。 

  多子世帯への副食費負担軽減事業ってありますけれども、そこで第１子は軽減がなく、第

２子、第３子ということは、保育園だから、３人子供さん行っている家庭も現実あると思い

ますけれども、そういう場合で7,800円、月額がそうなるということですよね。一番上の子

は……そうじゃない、一番上が、丸々ですね。5,200円ですね。それで、この第１子がもし、

そのお宅が３人子供さんがいて、第１子が小学校に上がってしまっている場合は、この金額

でいいんですか。幼稚園に行っている子が第２子であればいいということですか。 

○委員長（清水和弘君） 小澤係長。 

○保育係長（小澤裕一君） お答えいたします。 

  小学校に通っていても、第２子、第３子であった場合はこういった軽減を受ける形となり

ます。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） そのほかありますか。 

  保坂副委員長。 

○委員（保坂 康君） この前も説明受けたんですけれども、これだけの金額、今、この間も

言いましたけれども、物価高騰ということで4,500円副食費、あと主食で700円というよう

な金額というのは、いろんな計算上出てきたとは思うんですけれども、今後これが多分上が

ってくる。この食費だけでは足りなくなるというようなケースも出てくるかなとは思うんで

すけれども、その辺については、将来についてどのように考えているか、お願いいたします。 

○委員長（清水和弘君） 中村課長。 

○子育て支援課長（中村大輔君） 現状につきましては、この金額ということになりますけれ

ども、また、来年度以降、物価高騰等も当然ございますので、状況等を見まして、その都度
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足りないようであれば、また増額等も検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  以上で公立保育園の主食提供についてを終わります。 

  続いて、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について担当より説明をお

願いします。 

  中村課長。 

○子育て支援課長（中村大輔君） 引き続きお願いいたします。 

  乳児等通園支援事業、通称こども誰でも通園制度と呼ばれている制度になりますけれども、

そちらの実施についてご説明をさせていただきます。 

  資料13ページをお願いいたします。 

  １の経緯でありますが、児童福祉法及び子ども・子育て支援法では、全ての子供の育ちを

応援し、子供の良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して保護者の多

様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化することを目的とした乳児等通

園支援事業（こども誰でも通園制度）を令和８年度から全ての市町村で実施することとして

おります。 

  ２の現状になりますが、こども誰でも通園制度は、令和６年度から国の試行的事業として

開始され、令和７年６月末時点で、全国115自治体が実施をしており、山梨県内におきまし

ては、甲府市が令和６年７月、都留市が令和７年８月から実施をしているところであります。

甲府市では、令和６年度末時点で、公立保育園１園、私立の保育所等が21園、合計22園で

実施し、利用人数は年間88人でありました。 

  次に、３の事業概要でありますが、こども誰でも通園制度は、ゼロ歳６か月から満３歳未

満の保育所等に通っていない未就園児を保護者の就労要件に関係なく、月10時間を上限と

して時間単位で保育所等へ預けられる制度となっております。 

  事業実施に当たりましては、市が（仮称）設備及び運営に関する基準条例等を定めまして、

事業を行う私立保育所等への認可を行い、事業を実施した場合には、（仮称）運営に関する

基準条例等に基づき確認を行った上で、給付費の支払いを行う必要がございます。 

  なお、給付費など詳細につきましては、現時点で国から示されておりませんが、12月以
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降に周知される予定ということで伺っております。 

  次に、４の事業効果になります。 

  （１）こどもへの効果といたしましては、家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機

会が得られること。子供に対する関わりや遊びなど専門的理解を持つ人がいる場での経験を

通じて、ものや人への興味・関心が広がり成長していくことができること。また、年齢の近

い子供と関わりによりまして、社会情緒的な発達を促すなど成長発達に資する豊かな経験を

もたらすことなどが考えられます。 

  次に、（２）の保護者への効果といたしましては、専門的知識や技術を持つ人と関わるこ

とにより孤立感や不安感の解消とともに、子供とひとときでも離れる時間を過ごすことで、

育児に関する負担感の軽減につながること。また、保育者から子供の得意なことやできてい

ること、興味あることなどを伝えてもらうことで、親としての自信が回復すること。子供同

士の関わりや子供に対する保育者の接し方を見ることで、子供の成長の過程と発達の現状を

客観的に捉えることができるなど、親としての成長につながることが考えられます。 

  次に、（３）事業者、保育所や認定こども園などへの効果といたしましては、これまで接

する機会の少なかった子供や家庭と関わることで、保育者として有する専門性を地域の子供

のためにより広く発揮できること。また、利用児童の減少等によりまして、定員を満たすこ

とが難しくなりつつある保育所等が現在増えているという報道もありますけれども、特にそ

のような保育所等におきましては、高い専門性を有する保育者などの人材を経営上の都合に

よって手放すことなく事業を継続したり、発展させたりしていく可能性が広がっていくこと

などが考えられます。 

  次に、（４）市の効果といたましては、全ての未就園児と保護者に対し、切れ目のない支

援を提供できるようになり、地域全体の子育て支援の充実が図れること、また、子育てしや

すい環境が整備されることで、地域の活性化や人口減少対策に寄与する可能性があることな

どが考えられるところであります。 

  次に、５の事業方針になりますけれども、国の実施要綱に準じる内容となっております。 

  実施日は、令和８年４月１日から。対象事業者は私立保育所、私立の認定こども園、小規

模保育事業所等になります。 

  対象児童は、保育所等に通園していないゼロ歳６か月から満３歳未満の子供。 

  利用時間は、月10時間を上限。利用料は300円を標準。 

  利用方法は、市に利用申請を行い、利用者としての認定を受けた後、国の総合支援システ
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ムを利用して、希望施設へ直接予約し、利用する。 

  次に、公立保育園の対応でありますが、本制度におきましては、民間の認可私立保育所等

で事業を行うことを基本に考えているところでありますが、民間では受入れが難しい障がい

児や医療的ケア児等がいた場合を想定し、公立保育園１園、双葉西保育園になりますけれど

も、こちらでも実施することといたします。 

  ６の今後の予定につきましては、令和７年12月、12月定例市議会へ（仮称）設備及び運

営に関する基準を定める条例等を上程、私立保育園等の事業者説明会の実施を行います。 

  令和８年２月には、認可申請等の受付。令和８年３月に市の認可を行い、令和８年４月か

ら事業を実施してまいりたいと考えております。 

  以上、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施についての説明でございます。

ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑等がありましたら、お願いします。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） この制度を使うことによって、そのままここでこども誰でも通園をし

ていた子供さんがそのままそこの保育園等に翌年の４月からきちっと入園できるという、そ

ういうことはできるわけですか。 

○委員長（清水和弘君） 小澤係長。 

○保育係長（小澤裕一君） お答えします。 

  誰でも通園制度を利用した園児さんがそのまま翌年その保育園に入所できるかは、やはり

指数等で決まってまいりますが、ただ、そこを利用することでその保育園のよさを感じてい

ただいて、その保育園を多分第一志望として希望する事例が多くなっていくのではないかと

考えているところです。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） そのほかありますか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 居所不明児の問題が非常に最近またクローズアップされてきているん

ですけれども、いわゆる保育園に行かさないままにその子が行方不明になっているというこ

とが、子供が今現在日本の中でしっかりいるということは把握されているんですけれども、
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殺人事件があったりして、クローズアップされました。 

  そういう意味でも、こういうところにゼロ歳児ぐらいから育児の難しい親御さんから子供

さんたちを預かってもらうということが、非常にそういうものを抑止するいい事業じゃない

かなと思いますが、現在甲斐市の中の居所不明児というのは把握していますか。 

○委員長（清水和弘君） 中村課長。 

○子育て支援課長（中村大輔君） 居所不明児については、子育て支援課のほうでは把握はし

ておりません。 

○委員長（清水和弘君） そのほかありますか。 

  山本委員。 

○委員（山本 英君） いい制度だと思うんですけれども、職場で働く先生たちとか、そこに

対して、多分結局行く保育園とか預けるとか、すぐそばで行きやすいところだと思うんです

よね。そこにいる先生たちもすごい結構大変だと思うんですよ。保育園の先生とか。そこに

対しての改善、人が増えるわけじゃないですか。そういったものに設備だったり、先生たち

を増やしたりとか、そういった改善はされているんですか。 

○委員長（清水和弘君） 小澤係長。 

○保育係長（小澤裕一君） お答えいたします。 

  詳細は、12月以降になりますが、給付費として、かかった費用につきまして、事業運営

費として各保育園に費用を払う予定でおります。給付費として。 

○委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本 英君） じゃ、給料が多少増えるというか、あと、すみません、結局先生が足

りないというような現状だと思うんですが、そこの足りない人に対して給料が増えたところ

で結局働き方改革とかそういったものがある中で、生徒が増える、突然来て預けたいといっ

たところに、先生たちが増えないのに対応ができるのか。給料が増えてそれでいいのかとい

うのを聞きたいんですけれども。 

○委員長（清水和弘君） 中村課長。 

○子育て支援課長（中村大輔君） 人員の確保というのは、恐らくどの保育園でも憂慮してい

るところであると思いますけれども、今回の制度につきましては、基本的に手挙げ方式とい

うことになっておりまして、民間事業者において園児の確保が難しい園ですとか、先生が余

ってしまっているような園というのが、積極的に手を挙げていただいて、園児の確保に努め

ていただけるというようなこともこの制度の想定されているところであります。 
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  以上です。 

○委員長（清水和弘君） そのほかありますか。 

  加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 今の質問に関連するんですけれども、甲斐市のこれは基本的に私立が

対象ということだと思うんですが、要は今の質問と同じ内容になるかもしれないですけれど

も、受け皿的に甲斐市の場合は大丈夫なのか、その辺聞きたいんですけれども。 

○委員長（清水和弘君） 小澤係長。 

○保育係長（小澤裕一君） お答えいたします。 

  令和６年10月に市内保育園等へ説明会を行いまして、そのとき実施をしていただけるか

という調査を行いました。その場合において私立において市内５園が実施を検討したいとい

うことで、回答をいただいているところですので、行っていただけるのではないかと考えて

いるところです。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） そのほかありますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（清水和弘君） なければ質疑を終了します。 

  以上で乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施についてを終わります。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午前１１時３４分 

 

再開 午前１１時３５分 

 

○委員長（清水和弘君） 会議を再開します。 

  続いて、甲斐市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）及びパブリックコメントの実施

について、担当より説明をお願いします。 

  赤松健康増進課長。 

○健康増進課長（赤松 圭君） お疲れさまでございます。 

  健康増進課より甲斐市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）及びパブリックコメント

の実施について説明申し上げます。 
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  資料は16ページをお願いいたします。 

  １番の趣旨につきましては、７月24日の常任委員会において本市改定作業の概要や骨子

を含め、進めさせていただきました。本日は改定作業が終わりました甲斐市新型インフルエ

ンザ等対策行動計画（案）の内容とともに、今後実施を予定しております市民等へのパブリ

ックコメントにつきまして説明申し上げます。 

  ２番、計画期間は、来年度から令和13年度までの６年間でございます。計画の中にも記

載しておりますが、感染症の変容等に応じて柔軟かつ迅速に対応するための方策を随時見直

すこととしております。山梨県も同様の考えでありますが、おおむね６年間ごとに大幅な見

直しを行うことから、整合性を図るため、市計画と合わせて令和13年度に再改定を実施す

るものであります。 

  ３番は、知見を有する方や市民からのご意見、また協働する他課、県の同意確認など、改

定に必要な過程でございます。 

  次に、４番でございますが、市行動計画（案）は、ボリュームがございますので、ポイン

トをかいつまんで説明いたします。 

  計画書（案）をご用意いただければと思います。 

  計画書のＰＤＦのほうですが、タブレット８ページにページが１－３と振ってあるんです

けれども、こちらをお開きください。 

  本計画が対象とする疾病は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に定める疾病となりま

す。図にございますとおり、感染症法の疾病分類において病原体の実態が未知なものや種類

が特定されていて第一から五までの分類が未指定の感染症が発生し、全国的かつ急速な蔓延

の危険性が予知されますと、特措法が適用され、感染症有事として同法に基づく対応を行い

ます。 

  対策の結果、最終的にワクチン等による免疫の獲得が進み、病原体の変異により病原性や

感染性等が低下するなど、特措法によらない基本的な感染対策に移行しますと、有事対応が

終了となり、既知・既存の感染症として分類されます。 

  次ページ、タブレット９ページをお願いいたします。１－４になります。 

  県及び市が共に目指す姿は、感染症に強靱な社会の形成であり、危機に対応する平時から

の体制づくりや市民の生活、社会経済活動への影響への軽減、基本的人権の尊重が目標であ

ります。 

  続く１－５、タブレット10ページからの第３章では、国・県、市町村をはじめ、医薬品
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や医療機器の製造・販売、電気やガスの供給、通信事業者、その他道路公社や公共施設を管

理する法人であります指定地方公共機関、それ以外の消防機関、各種教育施設や高齢者施設

等様々な関係機関、そして、一般事業者や市民まで担っていただく役割を示しております。 

  この第２部は、対策の実施に関する基本的な方針であります。 

  タブレット19ページから第２部が始まります。タブレット19ページは２－１というペー

ジが振ってあります。 

  新型インフルエンザ等への対策には、２つの目的がございます。 

  １つ目は、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命・健康を保護することです。新型コ

ロナウイルスでの課題を踏まえ、感染症ピークをできる限り遅らせ、医療やワクチン、調薬

の時間を確保したり、ピーク時の医療負担を軽減し、適切な医療を必要な患者に提供する目

的がございます。 

  ２つ目は、市民の生活経済に及ぼす影響を最小化することです。社会経済活動のバランス

を取った感染予防対策の実施、公的機関や事業者においては、業務や事業の継続計画の下、

活動の維持を図ります。 

  タブレット22ページ、２－４をお願いいたします。 

  第２部第２章では、様々な感染症に幅広く対応できるシナリオづくりとして、これまでの

計画の対応時期を全面的に変更いたします。下の表のとおり、新たな感染症危機の発生の前

の段階を準備期に区分します。また、感染症の発生時期を初動期とし、政府対策本部が設置

され、基本的対処方針が公示されて以降を対応期として区分します。また、対応期は、封じ

込めを念頭に対応する時期から特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期まで、

さらに細分化しております。これらの区分された時期における準備や対応策は、進展状況に

応じて適時切替えを行うものであります。 

  ２－８、タブレットは26ページになります。そちらから第３章が始まります。 

  こちらは対策項目の概要となります。本日は第３部の説明の多くを省略させていただきた

く存じますので、この第２部第３章を中心に説明いたします。 

  先に行動計画は、国・県、市町村が一体となって取り組むための方策をまとめたものであ

り、整合性が重視される上のお話をいたしましたが、それぞれの特性に応じて対策を実施い

たします。 

  市が取る対策につきましては、７つの項目を設定しております。 

  ①の実施体制は、新型インフルエンザ等の発生から対応時期までのそれぞれに応じ、組織
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体制を移行させるものです。 

  ２－17、タブレットは35ページになります。 

  そちらに組織体制の段階的な設置状況を記載しておりますので、お開きください。 

  （１）の対策会議とは、感染症の発生に備えて設置するものから、市の各部局間の情報共

有、県、市内事業者等の連携まで幅広く、かつ必要に応じて随時開催いたします。 

  （２）の即応体制とは、県が準備期から初動期に移行し、感染症対策センター、保健所等

による即応体制を取る際に、県と連動して感染症への対応を先手で進めます。 

  （３）の段階は、県が警戒本部を設置した場合であり、市においても警戒本部体制を敷き、

初動期の対応や感染防止対策を共有します。 

  ２－18、タブレットは36ページ、次ページをお願いいたします。 

  警戒本部に対して、県内に感染事例が確認され、想定よりも早く県内流行が広まるおそれ

がある場合は、特措法の規制に基づかない任意の組織として県は対策本部を設置します。そ

の場合、市は県と連携して必要な対策を進めます。 

  （５）のように、感染症に特措法が適用された場合の市対策本部を設置し、相互調整を行

います。また、必要に応じて県本部に対し、県内の広域的な調整や情報提供を求めることが

でき、市教育委員会に対しても必要な措置を講じるよう求めることができます。 

  なお、即応体制、対策会議、警戒本部、対策本部、それぞれの体制の構成の比較や設置基

準に関しましては、２－21ページと22ページ、タブレットは39ページ、40ページに記載し

ております。 

  また、戻りまして、タブレットの37、38ページには、市の各部局、関係課の分掌事務を

まとめておりますので、併せてご覧ください。 

  市の対策項目２つ目は、情報提供・共有、リスクコミュニケーションなどに係る内容にな

ります。タブレットは44ページをお願いいたします。下のほうには２－26ページと振って

あります。 

  県と市は、情報の受け手に配慮した発信をきめ細やかに行うため、情報媒体の特性に応じ

て内容を工夫するとともに、特にＳＮＳなど一部の情報は切り取られ、偽、あるいは誤情報

となって拡散されるおそれがあることに留意いたします。 

  続くタブレット45ページをご覧ください。 

  少し下に、リスクコミュニケーションの方法とございますが、これは、情報提供・共有を

効果的に行うために、表内に記載した調査や情報分析を活用して、情報を伝えたい対象層に
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応じた広報の方法やメッセージの内容を工夫することです。また、情報へのアクセスが困難

な方々に対しましては、適切に情報が届いているか、モニタリングをして、必要に応じ情報

提供方法等を見直しを行います。 

  ３項目めが、水際対策、蔓延防止なんですが、こちらは省略させていただきまして、３－

25、タブレットは飛んで、85ページになります。 

  そちらに対策項目の４つ目のワクチンがありますので、ご覧ください。 

  平時からのワクチンでの研究開発や流通体制の整備、感染症有事におけるワクチンの供給

と管理は、国や県が担いますが、市では、感染拡大防止のための住民接種を円滑に実施でき

るよう接種に従事する医療従事者の確保など、平時より接種体制の構築を進めるとともに、

ワクチンの安全性や有効性、また、健康被害に対する救済措置等の情報を発信いたします。 

  初動期及び対応期では、供給されたワクチンを基に、計画的に予防接種を実施をし、追加

接種が必要な場合に随時対応いたします。 

  続いて、タブレット51ページにお戻りください。下のほうに２－33というページが振っ

てございます。 

  こちらは５つ目の対策項目、保健に係るものとなります。 

  蔓延防止のほうでは、県とか特に地域保健所のほうで感染患者に対する入院及びそれに伴

う移送、また、濃厚接触者も含めた健康観察や外出の自粛、就業制限など、そちらを県が実

施しますので、市のほうも協力要請に基づいて対応いたします。 

  また、県は、その入院病床の調整やクラスターの発生した老人福祉施設などの入所施設、

あと、ホテル等宿泊施設における療養支援を行うんですが、療養者自身の家庭環境、家族支

援状況まで把握することは困難であります。よって、住民に最も身近な行政機関である市は、

患者等の状態に応じた食事または食料品の提供、日用品の支給、介護サービスなど日常生活

を営む上で必要な支援について県と協力をして実施をいたします。 

  また、独り暮らしの高齢者、妊産婦、小さな子供がいる家庭といった特に配慮を要する

方々への自宅を見回り、健康観察等を通して療養を支援いたします。 

  それでは、６つ目は飛ばしまして、タブレット57ページ、２－39というページをお開き

ください。 

  こちらが７つ目、最後の項目になってしまいますけれども、こちらが生活・経済の安定の

確保に係る項目となります。 

  業務継続計画、あるいは事業継続計画は、職種の特性を踏まえ、従業員や訪問者、利用客
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などが感染するリスクと経営の維持・存続のための収入の確保を勘案した中で、重要業務の

選定を行うものであり、その実効性の検証と不断の改善が求められております。 

  市では、自らの計画を平時より見直し、また、市内事業者における計画策定を支援いたし

ます。 

  次に、公衆衛生上の課題がございます。 

  もしも病原性の高い感染症が大流行し、亡くなった方の数が火葬場の能力を超える可能性

を考慮いたしまして、埋葬・土葬についても地域の葬送文化や宗教的感情、遺族のご意向に

配慮しながら、慎重に対応してまいります。 

  以上が簡単ではございますけれども、市計画に定める感染症対策の７つの項目のうちの抜

粋した内容でございまして、計画案の全体像となります。 

  それでは、計画案のほうから、先ほどの厚生常任委員会の資料のほうにお戻りください。 

  資料は17ページになります。 

  資料の５番といたしまして、本計画の内容に対して６番に掲げた方や団体の皆様から広く

ご意見をいただくためのパブリックコメントを11月20日木曜日から12月15日月曜日まで募

集いたします。計画案の閲覧方法、場所及び提出方法は、７番、８番に記載のとおりです。 

  また、議員各位からもご意見やご提言をいただきたく存じますので、本日の会議資料に添

付しております甲斐市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）に対する意見・提言書によ

りお寄せくださいますようお願い申し上げます。 

  提出期間は、パブリックコメントと同期間、期限を12月15日までとさせていただきます

ことをご了承ください。 

  提出方法につきましては、添付のファクス送信か郵送、もしくは健康増進課へのご持参に

よりお願いいたします。 

  もしも添付用紙の電子版を基にパソコン等で作成されたものをＥメールで提出をご希望の

場合につきましては、お手数ですが、ご連絡をお願いいたします。 

  最後に、９番としまして、今後の予定でございますが、来年２月に計画の審議期間である

保健福祉推進協議会にて議員各位及び市民の皆様から頂きましたご意見の内容と計画への反

映などを報告いたします。その後３月に計画の公表を予定しております。 

  以上で本件の全ての説明を終了いたします。ご審査のほどお願い申し上げます。 

○委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 
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  質疑等がありましたら、お願いします。 

  山本委員。 

○委員（山本 英君） 先ほどインフルエンザ等感染が大流行した場合は、火葬じゃなくて、

埋葬もと書いてあるんですけれども、それ、埋葬する場所とかそういったのはある程度確保

というのか、されているんですか。 

○委員長（清水和弘君） 赤松課長。 

○健康増進課長（赤松 圭君） まだ計画の段階でそこまで、確保までは至っていないところ

でありますけれども、まずは火葬場の能力を有効活用といいますか、最大限活用できるよう

に措置いたしまして、あとは冷凍といいますか、保管できる場所が各民間の葬祭場がござい

ますので、そういったところも活用しながら検討して、最終手段ということで、埋葬は取る

格好となります。 

  以上です。 

○委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本 英君） じゃ、そういう霊安室とかあるようなところと提携というかそういう

のをいずれ結んでいくということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（清水和弘君） 赤松課長。 

○健康増進課長（赤松 圭君） さようでございます。そのとおりでございます。 

○委員長（清水和弘君） そのほかありますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

〔発言する者あり〕 

○委員長（清水和弘君） ありますか。 

  失礼しました。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） すみません。 

  パブリックコメントの対象なんですけれども、新型コロナのパンデミックの際は、医療機

関が本当に混乱したと思うんですよね。感染してもなかなかかかれないとか。この中で書か

れているんですけれども、ぜひ甲斐市の方が入院したような医療機関とか、そういう方のコ

メントで、この計画が実施可能なのかどうか、ぜひコメントいただきたいと思うので、追加

していただきたいなと思うんですけれども。 
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○委員長（清水和弘君） 赤松課長。 

○健康増進課長（赤松 圭君） 説明の中でも申し上げましたけれども、基本的に入院調整と

いいますか、中規模、中核医療機関についての入院措置につきましては、山梨県が調整をす

るということは、新型コロナの経験を踏まえて調整は実施するところでありますけれども、

市町村という枠というわけではなくて、やはり重症度に応じて平等に各市町村からの受入れ

を病院のほうでも行うかと存じますので、これは市の行動計画ではございますけれども、県

のほうには、病床の確保も積極的に求めていくといった内容での一部修正といいますか、変

更を検討していきたいと考えております。 

○委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  以上で甲斐市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）及びパブリックコメントの実施に

ついてを終わります。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午前１１時５９分 

 

○委員長（清水和弘君） 会議を再開します。 

  次に、学校教育課よりその他がありますので、説明をお願いします。 

  小山田学校教育課長。 

○学校教育課長（小山田拓也君） お疲れさまでございます。 

  学校教育課より口頭にて１点ご報告をさせていただきます。 

  これまで随時ご報告をしてまいりました敷島学校給食センター元調理員からの損害賠償請

求訴訟についてであります。 

  令和７年９月11日に東京高等裁判所にて控訴審の第１回口頭弁論が行われ、即日結審し、

去る11月13日に判決が言い渡されました。判決内容は、原告の控訴を棄却するというもの

でした。第一審に続いて、第二審も本市の勝訴ということになります。 
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  今後の対応についてですが、現時点では、判決を受けての相手方の対応が明らかになって

おりませんが、引き続き本件の推移を注視しつつ、適切に対応してまいります。 

  以上、簡単ですが、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  この件につきましては、質疑を行わず、報告として終了します。 

  以上でその他を終了します。 

  引き続き次第の４、その他に入ります。 

  委員より常任委員会関係でその他何かありましたら、お願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水和弘君） ないようですから、事務局より何かありましたら、お願いします。 

  深澤書記。 

○書記（深澤隼人君） 事務局より１点お願いいたします。 

  10月の厚生文教常任委員会で意見交換会について検討いただきまして、相手方について

は、社会福祉協議会と行うこととし、テーマについては、委員長と事務局に一任されるとい

う形になりました。その後社会福祉協議会及び委員長、事務局と相談しまして、テーマにつ

いては、食料支援、子ども食堂とすることとなりました。地域包括支援という意見も多くあ

りましたが、市が主導で行っている事業ということもありまして、食料支援や子ども食堂に

ついては、さきの単独事業ということもありまして、希望する意見も多かったので、このテ

ーマといたしたいと思います。 

  なお、最初に概要等は説明していただくような形を取りたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

  また、時期につきましては、年明け１月頃で社会福祉協議会と日程を調整しようと思いま

すので、また決定して報告させていただきます。 

  説明は以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  内容につきましてはよろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（清水和弘君） なければ、その他を終了します。 

  以上をもちまして本日の日程は全て終了しました。 

  これをもちまして厚生文教常任委員会を閉会いたします。 
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  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 零時０２分 

 

 


